
⑴ 事業の仕組み

⑵ 事業内容

⑶ 成果指標
無断伐採等に関する相談件数
現状（令和３年度）１４件 → 令和７年度 ０件

事業の概要

①県 ②県 森林・林業活性化センター ③県 合法伐採推進協議会

再造林を含めた適切な森林経営について、森林所有者の意識醸成を図るとともに、伐採事業者に適正な伐
採を促すことにより、持続的な森林経営を推進する。

事業の目的

適切な森林経営促進事業

令和５年度～令和７年度事業の期間

補助

森林経営課 ３，９９３千円
【財源：国庫、森林環境譲与税基金、一般財源】

① 適切な森林経営普及・啓発事業
森林経営に関する相談窓口等を周知するための新聞

広告やチラシ配布等の実施
② 適正な伐採指導事業（補助率 1/2以内）

適正な伐採を指導するための伐採パトロールの支援
③ 適正な伐採推進事業

適正な伐採に関する研修会の開催等

委託

伐採パトロール 研 修 会


